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(57)【要約】
【課題】電池の長寿命化を実現する。
【解決手段】残量算出部１１０が、互いに並列に接続さ
れた電池３００－１，３００－２の残りの容量である残
容量それぞれを算出し、制御部１３０が、電池３００－
１，３００－２の放電を開始した後、電池３００－１，
３００－２のうち、残容量算出部１１０が算出した残容
量が記憶部１２０に記憶されている閾値と同じ値となっ
た電池の放電を停止させる。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに並列に接続された複数の電池の放電を制御する放電制御装置であって、
　前記複数の電池の残りの容量である残容量それぞれを算出する残容量算出部と、
　前記複数の電池の放電を開始した後、前記複数の電池のうち、前記残容量算出部が算出
した残容量があらかじめ設定された閾値と同じ値となった電池の放電を停止させる制御部
とを有する放電制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の放電制御装置において、
　前記残容量算出部は、前記電池から流れる電流と前記電池の放電開始からの時間とを測
定し、該測定した電流と時間とを掛け合わせた値を前記電池の満充電時の容量から差し引
いた値を前記残容量とすることを特徴とする放電制御装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の放電制御装置において、
　前記残容量算出部は、前記電池の電圧を測定し、該測定した電圧を前記残容量とするこ
とを特徴とする放電制御装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の放電制御装置において、
　前記閾値をあらかじめ記憶する記憶部を有し、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶されている閾値を読み出し、該閾値と前記残容量との
比較を行うことを特徴とする放電制御装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の放電制御装置において、
　前記制御部は、前記複数の電池それぞれと該電池が外部へ放電するための出力端子とを
接続または切断するための複数のスイッチを開閉することで、前記複数の電池の放電と非
放電とを制御することを特徴とする放電制御装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の放電制御装置において、
　前記制御部は、前記複数の電池の残容量のいずれもが、前記閾値よりも大きな値である
場合、前記複数の電池にローテーション放電させることを特徴とする放電制御装置。
【請求項７】
　互いに並列に接続された複数の電池の放電を制御する放電制御方法であって、
　前記複数の電池を放電させるステップと、
　前記複数の電池の残りの容量である残容量それぞれを算出する算出ステップと、
　前記複数の電池の放電を開始した後、前記複数の電池のうち、前記算出した残容量があ
らかじめ設定された閾値と同じ値となった電池の放電を停止させるステップとを行う放電
制御方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の放電制御方法において、
　前記算出ステップは、前記電池から流れる電流と前記電池の放電開始からの時間とを測
定し、該測定した電流と時間とを掛け合わせた値を前記電池の満充電時の容量から差し引
いた値を前記残容量とすることを特徴とする放電制御方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の放電制御方法において、
　前記算出ステップは、前記電池の電圧を測定し、該測定した電圧を前記残容量とするこ
とを特徴とする放電制御方法。
【請求項１０】
　請求項７に記載の放電制御方法において、
　前記複数の電池の残容量のいずれもが、前記閾値よりも大きな値である場合、前記複数
の電池にローテーション放電させるステップを行うことを特徴とする放電制御方法。
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【請求項１１】
　互いに並列に接続された複数の電池の放電を制御する装置に、
　前記複数の電池を放電させる手順と、
　前記複数の電池の残りの容量である残容量それぞれを算出する算出手順と、
　前記複数の電池の放電を開始した後、前記複数の電池のうち、前記算出した残容量があ
らかじめ設定された閾値と同じ値となった電池の放電を停止させる手順とを実行させるた
めのプログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムにおいて、
　前記算出手順は、前記電池から流れる電流と前記電池の放電開始からの時間とを測定し
、該測定した電流と時間とを掛け合わせた値を前記電池の満充電時の容量から差し引いた
値を前記残容量とすることを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のプログラムにおいて、
　前記算出手順は、前記電池の電圧を測定し、該測定した電圧を前記残容量とすることを
特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　請求項１１に記載のプログラムにおいて、
　前記複数の電池の残容量のいずれもが、前記閾値よりも大きな値である場合、前記複数
の電池にローテーション放電させる手順を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池の放電を制御する放電制御装置、放電制御方法およびプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な分野において、環境問題への関心が深まってきている。
【０００３】
　その中で、電力供給の分野においては、ＰＶ（Ｐｈｏｔｏ　Ｖｏｌｔａｎｉｃ）発電に
よる電力供給や、電気自動車（ＥＶ：Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌｅ）やハイブリッ
ド電気自動車（ＨＥＶ：Ｈｙｂｒｉｄ　ＥＶ）に用いられる二次電池の活用による電力供
給等が注目されてきている。この二次電池としては、リチウムイオン二次電池が有力視さ
れており、今後の普及に合わせて、鉛蓄電池の代替などが予想される。
【０００４】
　また、一般的に、古い（放電容量が少ない）電池と、新しい（放電容量が多い）電池と
を互いに並列に接続することは避けられている。これは、これらの電池の互いの電圧の差
により生じる横流電流を避けるためである。大きな横流電流は、過電流や異常発熱などの
要因となってしまう。このことは、上述した二次電池についても同じことが言える。
【０００５】
　そこで、互いに並列に接続された複数の電池それぞれに、接続および切り離しを行うス
イッチを設け、放電時、それぞれの電池の電圧の互いの差が所定の値以下となるまで、電
圧の高い方の電池に設けられたスイッチのみを接続（投入）するシステムが考えられてい
る（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－０３３９３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　近年、上述したようなリチウムイオン電池の中間領域（電源を供給することができる放
電容量の上限から下限までの領域）の中に、当該電池の劣化を速める「劣化領域」が発見
されている。この劣化領域は、特にマンガン系正極のリチウムイオン電池に顕著にみられ
る。電池が放電されて、電池に残された放電容量が減っていく際に、この劣化領域を時間
をかけて通過させると、当該電池の劣化が速まってしまう。そのため、電池の寿命を長く
保つには、この劣化領域を通過させないことが最善であるが、通過させなければならない
場合は、この劣化領域をできるだけ速く通過させる必要がある。特に、互いに並列に接続
された複数の電池は、個々の電池の放電容量が減っていくそれぞれの速度が遅いため、劣
化が速まってしまうおそれがある。
【０００８】
　特許文献１に記載された技術を用いた場合であっても、この劣化領域を考慮した放電は
できないため、電池の長寿命化を実現することができないという問題点がある。
【０００９】
　本発明の目的は、上述した課題を解決する放電制御装置、放電制御方法およびプログラ
ムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の放電制御装置は、
　互いに並列に接続された複数の電池の放電を制御する放電制御装置であって、
　前記複数の電池の残りの容量である残容量それぞれを算出する残容量算出部と、
　前記複数の電池の放電を開始した後、前記複数の電池のうち、前記残容量算出部が算出
した残容量があらかじめ設定された閾値と同じ値となった電池の放電を停止させる制御部
とを有する。
【００１１】
　また、本発明の放電制御方法は、
　互いに並列に接続された複数の電池の放電を制御する放電制御方法であって、
　前記複数の電池を放電させるステップと、
　前記複数の電池の残りの容量である残容量それぞれを算出する算出ステップと、
　前記複数の電池の放電を開始した後、前記複数の電池のうち、前記算出した残容量があ
らかじめ設定された閾値と同じ値となった電池の放電を停止させるステップとを行う。
【００１２】
　また、本発明のプログラムは、
　互いに並列に接続された複数の電池の放電を制御する装置に実行させるためのプログラ
ムであって、
　前記複数の電池を放電させる手順と、
　前記複数の電池の残りの容量である残容量それぞれを算出する算出手順と、
　前記複数の電池の放電を開始した後、前記複数の電池のうち、前記算出した残容量があ
らかじめ設定された閾値と同じ値となった電池の放電を停止させる手順とを実行させる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明においては、電池の長寿命化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の放電制御装置の実施の一形態を示す図である。
【図２】図１に示した残容量算出部の内部構成の一例を示す図である。
【図３】図２に示した満充電容量保持部に記憶された満充電容量の一例を示す図である。
【図４】図１に示した記憶部に記憶された閾値の一例を示す図である。
【図５】図１に示した形態における放電制御方法を説明するためのフローチャートである
。
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【図６】本発明の放電制御装置の実施の他の形態を示す図である。
【図７】図６に示した残容量算出部の内部構成の一例を示す図である。
【図８】図６に示した電池を放電したときの電圧計が測定する電池の両端の電圧値の時間
的変化の一例を示す図である。
【図９】図６に示した記憶部に記憶された閾値の一例を示す図である。
【図１０】図６に示した形態における放電制御方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１１】一般的な電池の放電による、時間に対する電池残容量の変化の一例を示すグラ
フである。
【図１２】本発明を用いた電池の放電による、時間に対する電池残容量の変化の一例を示
すグラフである。
【図１３】本発明の放電制御装置の実施の他の形態を示す図である。
【図１４】図１３に示した記憶部に記憶された閾値の一例を示す図である。
【図１５】図１３に示した形態における放電制御方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の放電制御装置の実施の一形態を示す図である。
【００１７】
　本形態は図１に示すように、放電制御装置１００と、電池３００－１，３００－２と、
スイッチ４００－１，４００－２と、出力端子（正）５００と、出力端子（負）５０１と
から構成されている。
【００１８】
　電池３００－１，３００－２は、互いに並列に接続されたリチウムイオン電池である。
また、電池３００－１，３００－２の負極側は、出力端子（負）５０１と接続されている
。また、電池３００－１，３００－２の正極側は、放電制御装置１００を介してスイッチ
４００－１，４００－２とそれぞれ接続されている。なお、並列接続される電池の数は、
２つに限らない。
【００１９】
　スイッチ４００－１，４００－２は、電池３００－１，３００－２と、電池３００－１
，３００－２が外部へ放電するための出力端子（正）５００との間を接続または切断する
ために開閉するスイッチである。この開閉は、放電制御装置１００によって制御される。
また、スイッチの数は、電池の数と同じ数である。
【００２０】
　放電制御装置１００は、電池３００－１，３００－２の残りの容量である残容量に基づ
いて、スイッチ４００－１，４００－２の開閉を制御することで、電池３００－１，３０
０－２の放電を制御する。
【００２１】
　また、放電制御装置１００には図１に示すように、残容量算出部１１０と、記憶部１２
０と、制御部１３０とが設けられている。
【００２２】
　残容量算出部１１０は、電池３００－１，３００－２の残りの容量である残容量それぞ
れを算出する。また、残容量算出部１１０は、電池３００－１，３００－２から流れる電
流と電池３００－１，３００－２の放電開始からの時間とを測定し、測定した電流と時間
とを掛け合わせた値を、電池３００－１，３００－２の満充電時の容量から減算した値を
残容量として算出する。
【００２３】
　図２は、図１に示した残容量算出部１１０の内部構成の一例を示す図である。
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【００２４】
　図１に示した残容量算出部１１０には図２に示すように、電流計１１１－１，１１１－
２と、満充電容量保持部１１２と、計算部１１３とが設けられている。
【００２５】
　電流計１１１－１は、電池３００－１から流れる電流を測定する。また、電流計１１１
－１は、測定した電池３００－１の電流値を計算部１１３へ出力する。
【００２６】
　電流計１１１－２は、電池３００－２から流れる電流を測定する。また、電流計１１１
－２は、測定した電池３００－２の電流値を計算部１１３へ出力する。
【００２７】
　満充電容量保持部１１２は、電池３００－１，３００－２の満充電時の容量をあらかじ
め記憶する。
【００２８】
　図３は、図２に示した満充電容量保持部１１２に記憶された満充電容量の一例を示す図
である。
【００２９】
　図２に示した満充電容量保持部１１２には図３に示すように、電池３００－１，３００
－２それぞれの満充電時の容量が満充電容量として記憶されている。この情報は、あらか
じめ書き込まれているものである。
【００３０】
　例えば図３に示すように、電池３００－１と、満充電容量１０Ａｈとが対応付けられて
記憶されている。これは、電池３００－１の満充電時の容量が１０Ａｈであることを示し
ている。
【００３１】
　また、図３に示すように、電池３００－２と、満充電容量９．６Ａｈとが対応付けられ
て記憶されている。これは、電池３００－２の満充電時の容量が９．６Ａｈであることを
示している。
【００３２】
　計算部１１３は、電流計１１１－１，１１１－２から出力されてきた電流値と、満充電
容量保持部１１２に記憶されている満充電時の容量とに基づいて、電池３００－１，３０
０－２の残容量を算出する。
【００３３】
　具体的な算出方法を以下に説明する。
【００３４】
　電池３００－１の残容量については、計算部１１３が、電流計１１１－１から出力され
てきた電流値と、放電を開始してからの時間（タイマ（不図示）にて測定）とを掛け合わ
せ、掛け合わせた値を満充電容量保持部１１２にて電池３００－１と対応付けられている
満充電容量（図３に示した例では、１０Ａｈ）から差し引く。この値が、電池３００－１
の残容量となる。
【００３５】
　また、電池３００－２の残容量については、計算部１１３が、電流計１１１－２から出
力されてきた電流値と、放電を開始してからの時間（タイマにて測定）とを掛け合わせ、
掛け合わせた値を満充電容量保持部１１２にて電池３００－２と対応付けられている満充
電容量（図３に示した例では、９．６Ａｈ）から差し引く。この値が、電池３００－２の
残容量となる。
【００３６】
　また、計算部１１３は、算出した電池３００－１，３００－２の残容量を制御部１３０
へ出力する。
【００３７】
　また、記憶部１２０は、第１の閾値および第２の閾値をあらかじめ記憶する。
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【００３８】
　ここで、第１の閾値は、上述した「劣化領域」の上側の値（上限）である。また、第２
の閾値は、「劣化領域」の下側の値（下限）である。
【００３９】
　図４は、図１に示した記憶部１２０に記憶された閾値の一例を示す図である。
【００４０】
　図１に示した記憶部１２０には図４に示すように、劣化領域の上限および下限が閾値と
して記憶されている。
【００４１】
　例えば、図４に示すように、劣化領域の上限の閾値（第１の閾値）として６Ａｈが記憶
されている。また、劣化領域の下限の閾値（第２の閾値）として４Ａｈが記憶されている
。これは、電池の残容量が６Ａｈから４Ａｈまでの間が劣化領域であることを示している
。
【００４２】
　制御部１３０は、記憶部１２０に記憶されている劣化領域の上限および下限を読み出し
、読み出した劣化領域の上限および下限と、計算部１１３から出力されてきた電池３００
－１，３００－２の残容量とを比較する。そして、電池３００－１，３００－２のうち、
残容量が劣化領域の上限と同じ値となった電池がある場合、当該電池の残容量が劣化領域
の下限と同じ値となるまで、当該電池のみを放電させる。このとき、当該電池を優先的に
放電させるものであっても良い。つまり、３つの電池が並列に接続されている場合、その
うち、残容量が劣化領域にある電池と、残りの電池２つのうちの１つの電池との、合計２
つで並列運転（放電）させるものであっても良い。
【００４３】
　例えば、電池３００－１の残容量と劣化領域の上限とが同じ値となった場合、電池３０
０－１の残容量が劣化領域の下限と同じ値となるまで、制御部１３０はスイッチ４００－
１を閉じた状態とし、スイッチ４００－２を開いた状態とする。
【００４４】
　また、電池３００－２の残容量と劣化領域の上限とが同じ値となった場合、電池３００
－２の残容量が劣化領域の下限と同じ値となるまで、制御部１３０はスイッチ４００－２
を閉じた状態とし、スイッチ４００－１を開いた状態とする。
【００４５】
　また、制御部１３０は、電池３００－１の残容量と電池３００－２の残容量とのどちら
も劣化領域の上限から下限までの範囲外である、つまり劣化領域にない場合、電池３００
－１，３００－２に、一般的な２台並列運転をさせるものであっても良いし、ローテーシ
ョン放電（制御部１３０が、スイッチ４００－１およびスイッチ４００－２の開閉を交互
に繰り返して行う放電）をさせるものであっても良い。
【００４６】
　このように制御部１３０は、スイッチ４００－１，４００－２を開閉することで、電池
３００－１，３００－２それぞれの放電と非放電とを制御する。
【００４７】
　以下に、図１に示した形態における放電制御方法について説明する。
【００４８】
　図５は、図１に示した形態における放電制御方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【００４９】
　まず、電池３００－１，３００－２の２台運転（放電）が開始される（ステップＳ１）
。また、放電が開始されるとき、上述したタイマが起動する。
【００５０】
　また、放電が開始されると、電流計１１１－１，１１１－２による電池３００－１，３
００－２から流れる電流それぞれの測定が開始される。
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【００５１】
　その後、電池の残容量が、記憶部１２０に記憶されている劣化領域の上限と同じ値とな
る電池があるかどうかが、制御部１３０によって判別される（ステップＳ２）。
【００５２】
　これは、上述したように、電流計１１１－１，１１１－２にて測定されて出力された電
流値と、タイマによって測定された時間とが計算部１１３にて掛け合わされ、満充電容量
保持部１１２に記憶されている電池３００－１，３００－２の満充電容量から、その掛け
合わされた値が計算部１１３によって差し引かれ、差し引かれた値と記憶部１２０に記憶
されている第１の閾値である劣化領域の上限とが比較されることにより実現される。
【００５３】
　例えば、満充電容量保持部１１２が記憶している電池３００－１，３００－２の満充電
容量が、図３に示した値（１０Ａｈおよび９．６Ａｈ）であり、記憶部１２０に記憶され
ている劣化領域の上限（第１の閾値）が図４に示した値である６Ａｈであり、劣化領域の
下限（第２の閾値）が図４に示した値である４Ａｈである場合を例に挙げて具体的に説明
する。
【００５４】
　ここで、タイマが２時間を測定したとき、電流計１１１－１にて測定されて出力されて
きた電流値が１．６Ａであり、また電流計１１１－２にて測定されて出力されてきた電流
値が１．８Ａである場合、以下のような計算が行われる。
【００５５】
　電池３００－１については、（式１）の計算が行われる。
【００５６】
　１０Ａｈ（満充電容量）－１．６Ａ（電流値）×２ｈ（時間）＝６．８Ａｈ（残容量）
　（式１）
　一方、電池３００－２については、（式２）の計算が行われる。
【００５７】
　９．６Ａｈ（満充電容量）－１．８Ａ（電流値）×２ｈ（時間）＝６Ａｈ（残容量）　
（式２）
　そして、電池３００－１，３００－２についてそれぞれ算出された残容量と、記憶部１
２０に記憶されている劣化領域の上限とが比較される。
【００５８】
　電池３００－１の残容量は（式１）から６．８Ａｈであり、記憶部１２０に記憶されて
いる劣化領域の上限は６Ａｈであるため、両者は互いに同じ値ではない。
【００５９】
　一方、電池３００－２の残容量は（式２）から６Ａｈであり、記憶部１２０に記憶され
ている劣化領域の上限も６Ａｈであるため、両者は互いに同じ値である。
【００６０】
　そのため、電池の残容量と劣化領域の上限とが同じ値となる電池は、電池３００－２で
ある。
【００６１】
　ステップＳ２にて、制御部１３０によって、電池の残容量が劣化領域の上限と同じ値で
ある電池があると判別されない場合、さらに電池３００－１，３００－２の放電が続けら
れる。
【００６２】
　一方、ステップＳ２にて、制御部１３０によって、電池の残容量が劣化領域の上限と同
じ値である電池があると判別された場合、電池の残容量が劣化領域の上限と同じ値である
電池のみの放電が行われる（ステップＳ３）。この制御部１３０による放電の制御は、上
述したように、スイッチ４００－１，４００－２の開閉を用いて行われる。
【００６３】
　上述した例（電池３００－２が、電池の残容量と劣化領域の上限とが同じ値となった電
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池である場合）では、制御部１３０によって、スイッチ４００－１が開いた状態とされる
。これにより、スイッチ４００－１と接続された電池３００－１の放電は行われないよう
になる。一方、制御部１３０によって、スイッチ４００－２が閉じた（接続された）状態
とされる。これにより、スイッチ４００－２と接続された電池３００－２の放電が行われ
るようになる。
【００６４】
　その後、放電が行われている電池の残容量が、記憶部１２０に記憶されている劣化領域
の下限と同じ値であるかどうかが、制御部１３０によって判別される（ステップＳ４）。
【００６５】
　上述した例（電池３００－２のみの放電が行われている場合）では、電池３００－２の
残容量が、残容量算出部１１０によって算出され、算出された残容量と、記憶部１２０に
記憶されている劣化領域の下限（図４に示した例では、４Ａｈ）とが比較される。この残
容量の算出方法は、上述した式を用いるものである。
【００６６】
　ステップＳ４にて、制御部１３０によって、放電が行われている電池の残容量が劣化領
域の下限と同じ値であると判別されない場合、つまり、放電が行われている電池の残容量
が劣化領域の下限と同じ値ではないと判別された場合、さらに当該電池の放電が続けられ
る。上述した例では、電池３００－２のみの放電が行われているため、電池３００－２の
残容量が劣化領域の下限と同じ値ではないと制御部１３０によって判別された場合、電池
３００－２のみの放電が続けられる。
【００６７】
　一方、ステップＳ４にて、制御部１３０によって、放電が行われている電池の残容量が
劣化領域の下限と同じ値であると判別された場合、ステップＳ１に処理が行われる。上述
した例では、電池３００－２のみの放電が行われているため、電池３００－２の残容量が
劣化領域の下限と同じ値であると制御部１３０によって判別された場合、電池３００－１
，３００－２の２台運転（放電）が行われる（再開される）。
【００６８】
　その後、電池３００－１の残容量が、記憶部１２０に記憶されている劣化領域の上限と
同じ値となるが、その場合も電池３００－１のみの放電として同様の処理が行われる。
【００６９】
　以上、（式１）および（式２）を用いて説明したように、電池の残容量として、（満充
電容量）－（電流値）×（放電時間）を用いたものを説明したが、電池の両端の電圧値を
用いるものであっても良い。
【００７０】
　図６は、本発明の放電制御装置の実施の他の形態を示す図である。
【００７１】
　本形態は図６に示すように、放電制御装置２００と、電池３００－１，３００－２と、
スイッチ４００－１，４００－２と、出力端子（正）５００と、出力端子（負）５０１と
から構成されている。
【００７２】
　電池３００－１，３００－２、スイッチ４００－１，４００－２、出力端子（正）５０
０および出力端子（負）５０１は、図１に示した形態に用いたものと同じものである。な
お、本形態においては、電池３００－１の正極側とスイッチ４００－１とが直接接続され
ている。また、電池３００－２の正極側とスイッチ４００－２とが直接接続されている。
【００７３】
　放電制御装置２００は、電池３００－１，３００－２の残りの容量である残容量に基づ
いて、スイッチ４００－１，４００－２の開閉を制御することで、電池３００－１，３０
０－２の放電を制御する。
【００７４】
　また、放電制御装置２００には図６に示すように、残容量算出部２１０と、記憶部２２
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０と、制御部２３０とが設けられている。
【００７５】
　残容量算出部２１０は、電池３００－１，３００－２の残りの容量である残容量それぞ
れを算出する。また、残容量算出部２１０は、電池３００－１，３００－２それぞれの両
端の電圧値を残容量として算出する。このように電圧値を残容量とする場合、厳密には、
現在の電流値および電圧値から現在の抵抗値を算出し、それらに基づいて開放電圧法によ
り推測された電圧値を残容量として算出する。
【００７６】
　図７は、図６に示した残容量算出部２１０の内部構成の一例を示す図である。
【００７７】
　図６に示した残容量算出部２１０には図７に示すように、電圧計２１１－１，２１１－
２が設けられている。
【００７８】
　電圧計２１１－１は、電池３００－１の両端の電圧を測定する。また、電圧計２１１－
１は、測定した電池３００－１の両端の電圧値を制御部２３０へ出力する。
【００７９】
　電圧計２１１－２は、電池３００－２の両端の電圧を測定する。また、電圧計２１１－
２は、測定した電池３００－２の両端の電圧値を制御部２３０へ出力する。
【００８０】
　以下に、図６に示した電池３００－１，３００－２を放電したときの電圧計２１１－１
，２１１－２がそれぞれ測定する電池３００－１，３００－２の両端の電圧値の時間的変
化から残容量を算出する方法について説明する。ここでは、電池３００－１を放電したと
きの電圧計２１１－１が測定する電池３００－１の両端の電圧値の時間的変化から残容量
を算出する方法を例に挙げて説明する。なお、電池３００－２を放電したときの電圧計２
１１－２が測定する電池３００－２の両端の電圧値の時間的変化から残容量を算出する方
法についても同様の方法である。
【００８１】
　図８は、図６に示した電池３００－１を放電したときの電圧計２１１－１が測定する電
池３００－１の両端の電圧値の時間的変化の一例を示す図である。
【００８２】
　図８に示すように、電圧計２１１－１が測定する電池３００－１の両端の電圧値（図８
中、実線で示した「実際の放電電圧」）は、起因する抵抗値（インピーダンス）として、
電池３００－１が有する内部インピーダンスに、それ以外の外部要因である外部インピー
ダンスが加わることで、破線で示した実際の容量依存電圧よりも低い値となる。
【００８３】
　そこで、上述した開放電圧法を用いて、電圧値を推測（補正）する。
【００８４】
　図８に示したＡが放電開始の時刻（ポイントＡ）であり、Ｅが放電終了の時刻（ポイン
トＥ）である。また、ポイントＡから１秒後のポイントをポイントＢとし、さらにポイン
トＢから９秒後のポイントをポイントＣとする。
【００８５】
　まず、ポイントＡ－ポイントＢ間の１秒間平均インピーダンスを算出する。ここで、ポ
イントＡからポイントＢまでの時間は１秒間であるため、１点（ポイントＡ）で算出した
インピーダンスがポイントＡ－ポイントＢ間の１秒間平均インピーダンスとなる。算出し
たインピーダンスをａΩとする。このａΩは、上述した電池３００－１内部のインピーダ
ンスと、それ以外の外部インピーダンスとの合計値となっている。
【００８６】
　その後、ポイントＢ－ポイントＣ間の１秒間平均インピーダンスを算出する。ここで、
ポイントＢからポイントＣまでの時間は９秒間であるため、１秒おきに９回のインピーダ
ンスの算出を行い、１秒間の平均値を算出する。算出したインピーダンスをｂΩとする。
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このｂΩは、上述した電池３００－１内部のインピーダンスである。
【００８７】
　したがって、ａΩからｂΩを差し引くことにより、外部インピーダンスであるｃΩを算
出することができる（ａ－ｂ＝ｃ）。
【００８８】
　その後、放電終了のポイントＥに近づいたとき、同様に１秒間（ポイントＤ－ポイント
Ｆ間）および９秒間（ポイントＦ－ポイントＧ間）における１秒間平均インピーダンスを
算出しておく。
【００８９】
　また、ポイントＥにおいて、電圧計２１１－１が測定する電池３００－１の両端の電圧
値からインピーダンスを算出する。算出されたポイントＥにおけるインピーダンスからｂ
Ω分に相当する電圧降下を加算することで、ポイントＦの電圧が求められる。
【００９０】
　続いて、ポイントＤ－ポイントＦ間における１秒間平均インピーダンス（１ＤΩ）と、
ポイントＦ－ポイントＧ間における１秒間平均インピーダンス（９ＤΩ）との平均値に、
外部インピーダンスｃΩを加算し、その値に電流値（Ｉ）を乗算することで実際の容量依
存電圧（残容量）を算出することができる。つまり、残容量をＣＡＰＶとすると、
　ＣＡＰＶ＝（（１Ｄ＋９Ｄ）／２＋ｃ）×Ｉ
となる。また、外部インピーダンスｃΩの値が、あらかじめ設定されている場合は、その
値と使用しても良い。このように残容量算出部２１０は、電池３００－１，３００－２の
残容量を算出しても良い。
【００９１】
　また、記憶部２２０は、第１の閾値および第２の閾値をあらかじめ記憶する。
【００９２】
　ここで、第１の閾値は、上述した「劣化領域」の上側の値（上限）である。また、第２
の閾値は、「劣化領域」の下側の値（下限）である。
【００９３】
　図９は、図６に示した記憶部２２０に記憶された閾値の一例を示す図である。
【００９４】
　図６に示した記憶部２２０には図９に示すように、上限および下限が閾値として記憶さ
れている。
【００９５】
　例えば、図９に示すように、劣化領域の上限の閾値（第１の閾値）として２．４Ｖが記
憶されている。また、劣化領域の下限の閾値（第２の閾値）とした１．６Ｖが記憶されて
いる。これは、電池の残容量とする電池の電圧値が２．４Ｖから１．６Ｖまでの間が劣化
領域であることを示している。
【００９６】
　制御部２３０は、記憶部２２０に記憶されている劣化領域の上限および下限を読み出し
、読み出した劣化領域の上限および下限と、電圧計２１１－１，２１１－２から出力され
てきた電池３００－１，３００－２の残容量とする電圧値とを比較する。そして、電池３
００－１，３００－２のうち、電圧値が劣化領域の上限と同じ値となった電池がある場合
、当該電池の電圧値が劣化領域の下限と同じ値となるまで、当該電池のみを放電させる。
【００９７】
　例えば、電池３００－１の電圧値と劣化領域の上限とが同じ値となった場合、電池３０
０－１の電圧値が劣化領域の下限と同じ値となるまで、制御部２３０はスイッチ４００－
１を閉じた状態とし、スイッチ４００－２を開いた状態とする。
【００９８】
　また、電池３００－２の電圧値と劣化領域の上限とが同じ値となった場合、電池３００
－２の電圧値が劣化領域の下限と同じ値となるまで、制御部２３０はスイッチ４００－２
を閉じた状態とし、スイッチ４００－１を開いた状態とする。



(12) JP 2012-138981 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

【００９９】
　また、制御部２３０は、電池３００－１の電圧値と電池３００－２の電圧値とのどちら
も劣化領域の上限から下限までの範囲外である、つまり劣化領域にない場合、電池３００
－１，３００－２に、一般的な２台並列運転をさせるものであっても良いし、ローテーシ
ョン放電をさせるものであっても良い。
【０１００】
　具体的には、このような場合、制御部２３０は、スイッチ４００－１とスイッチ４００
－２との開閉を交互に繰り返すものであっても良い。
【０１０１】
　このように制御部２３０は、スイッチ４００－１，４００－２を開閉することで、電池
３００－１，３００－２それぞれの放電と非放電とを制御する。
【０１０２】
　以下に、図６に示した形態における放電制御方法について説明する。
【０１０３】
　図１０は、図６に示した形態における放電制御方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【０１０４】
　まず、電池３００－１，３００－２の２台運転（放電）が開始される（ステップＳ１１
）。
【０１０５】
　また、放電が開始されると、電圧計２１１－１，２１１－２による電池３００－１，３
００－２の両端の電圧値それぞれの測定が開始される。
【０１０６】
　その後、電圧計２１１－１，２１１－２によって測定された電圧値が、記憶部２２０に
記憶されている劣化領域の上限と同じ値となる電池があるかどうかが、制御部２３０によ
って判別される（ステップＳ１２）。
【０１０７】
　これは、電圧計２１１－１，２１１－２によって測定された電圧値と、記憶部２２０に
記憶されている劣化領域の上限と同じ値とが比較され、その比較結果に基づいて判別され
るものである。
【０１０８】
　例えば、記憶部２２０に図９に示したような劣化領域の上限（２．４Ｖ）および下限（
１．６Ｖ）の閾値が記憶されている場合、電圧計２１１－１によって測定された電圧値が
２．４Ｖであり、一方、電圧計２１１－２によって測定された電圧値が２．５Ｖであると
すると、電圧計２１１－１によって測定された電池３００－１の電圧値が劣化領域の上限
と同じ値であると、制御部２３０によって判別される。
【０１０９】
　ステップＳ１２にて、制御部２３０によって、電池の電圧値が劣化領域の上限と同じ値
である電池があると判別されない場合、さらに電池３００－１，３００－２の放電が続け
られる。
【０１１０】
　一方、ステップＳ１２にて、制御部２３０によって、電池の電圧値が劣化領域の上限と
同じ値である電池があると判別された場合、電池の電圧値が劣化領域の上限と同じ値であ
る電池のみの放電が行われる（ステップＳ１３）。この制御部２３０による放電の制御は
、上述したように、スイッチ４００－１，４００－２の開閉を用いて行われる。
【０１１１】
　上述した例（電池３００－１が、電池の電圧値と劣化領域の上限とが同じ値となった電
池である場合）では、制御部２３０によって、スイッチ４００－２が開いた状態とされる
。これにより、スイッチ４００－２と接続された電池３００－２の放電は行われないよう
になる。一方、制御部２３０によって、スイッチ４００－１が閉じた（接続された）状態
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とされる。これにより、スイッチ４００－１と接続された電池３００－１の放電が行われ
るようになる。
【０１１２】
　その後、放電が行われている電池の電圧値が、記憶部２２０に記憶されている劣化領域
の下限と同じ値であるかどうかが、制御部２３０によって判別される（ステップＳ１４）
。
【０１１３】
　上述した例（電池３００－１のみの放電が行われている場合）では、電圧計２１１－１
によって測定された電池３００－１の電圧値と、記憶部２２０に記憶されている劣化領域
の下限（図９に示した例では、１．６Ｖ）とが比較される。
【０１１４】
　ステップＳ１４にて、制御部２３０によって、放電が行われている電池の電圧値が劣化
領域の下限と同じ値であると判別されない場合、つまり、放電が行われている電池の電圧
値が劣化領域の下限と同じ値ではないと判別された場合、さらに当該電池の放電が続けら
れる。上述した例では、電池３００－１のみの放電が行われているため、電圧計２１１－
１によって測定された電池３００－１の電圧値が劣化領域の下限と同じ値ではないと制御
部２３０によって判別された場合、電池３００－１のみの放電が続けられる。
【０１１５】
　一方、ステップＳ１４にて、制御部２３０によって、放電が行われている電池の電圧値
が劣化領域の下限と同じ値であると判別された場合、ステップＳ１１に処理が行われる。
上述した例では、電池３００－１のみの放電が行われているため、電圧計２１１－１によ
って測定された電池３００－１の電圧値が劣化領域の下限と同じ値であると制御部２３０
によって判別された場合、電池３００－１，３００－２の２台運転（放電）が行われる（
再開される）。
【０１１６】
　その後、電圧計２１１－２によって測定された電池３００－２の電圧値が、記憶部２２
０に記憶されている劣化領域の上限と同じ値となるが、その場合も電池３００－２のみの
放電として同様の処理が行われる。
【０１１７】
　以上説明したように、互いに並列に接続された複数の電池を放電中、電池の残容量が劣
化領域に入った電池のみを放電させることで、劣化領域を速く通過することができる。こ
の効果について、以下に図面を用いて説明する。以下、２つの電池が互いに並列に接続さ
れている場合を例に挙げて説明する。
【０１１８】
　図１１は、一般的な電池の放電による、時間に対する電池残容量の変化の一例を示すグ
ラフである。
【０１１９】
　図１２は、本発明を用いた電池の放電による、時間に対する電池残容量の変化の一例を
示すグラフである。
【０１２０】
　図１１に示すように、一般的には、電池の残容量は、放電の時間に対してほぼ一定の割
合で減少していく。ここで、容量６Ａｈから４Ａｈまでの劣化領域を通過する時間をＴａ
とする。
【０１２１】
　一方、図１２に示すように、電池の残容量が、劣化領域の上限である６Ａｈから４Ａｈ
までは、当該電池のみの放電が行われるため、劣化領域における時間に対して電池の残容
量が減少していく割合が大きくなる。つまり、電池の放電において、劣化領域を通過する
時間が短くなる。ここでは、２つの電池が互いに並列に接続されている場合を例に挙げて
いるため、図１２に示すように、劣化領域を通過する時間がＴａ／２となり、図１１に示
したものと比べて、半分の時間となっている。
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【０１２２】
　また、３つの電池が互いに並列に接続されている場合は、その劣化領域の通過時間が３
分の１となり、４つの電池が互いに並列に接続されている場合は、その劣化領域の通過時
間が４分の１となることは言うまでもない。
【０１２３】
　なお、電池の残容量を算出する方法は、上述したものに限らない。
【０１２４】
　このように、放電により、電池の残容量が劣化領域にある場合、その電池のみを放電さ
せることにより、劣化領域を通過する時間を短縮することができる。これにより、電池の
長寿命化を実現することができる。これは、放電の制御対象として、劣化領域が顕著にみ
られるマンガン系正極のリチウムイオン電池を対象とした場合に特に効果を奏する。
【０１２５】
　以上、放電により、電池の残容量が劣化領域にある場合、その電池のみを放電させるも
のを説明したが、電池の残容量が劣化領域に達する直前になったものの放電を停止させ、
他の電池のみを放電させるものであっても良い。
【０１２６】
　図１３は、本発明の放電制御装置の実施の他の形態を示す図である。
【０１２７】
　本形態は図１３に示すように、放電制御装置６００と、電池３００－１，３００－２と
、スイッチ４００－１，４００－２と、出力端子（正）５００と、出力端子（負）５０１
とから構成されている。
【０１２８】
　電池３００－１，３００－２、スイッチ４００－１，４００－２、出力端子（正）５０
０および出力端子（負）５０１は、図６に示した形態に用いたものと同じものである。な
お、本形態においては、図６に示した形態と同様に、電池３００－１の正極側とスイッチ
４００－１とが直接接続されている。また、電池３００－２の正極側とスイッチ４００－
２とが直接接続されている。
【０１２９】
　放電制御装置６００は、電池３００－１，３００－２の残りの容量である残容量に基づ
いて、スイッチ４００－１，４００－２の開閉を制御することで、電池３００－１，３０
０－２の放電を制御する。
【０１３０】
　また、放電制御装置６００には図１３に示すように、残容量算出部２１０と、記憶部６
２０と、制御部６３０とが設けられている。
【０１３１】
　残容量算出部２１０は、図６（内部構成は図７）に示したものと同じものである。
【０１３２】
　記憶部６２０は、閾値をあらかじめ記憶する。
【０１３３】
　ここで、記憶部６２０に記憶されている閾値は、上述した「劣化領域」の上側の値（上
限）よりも所定の値だけ大きな値である。つまり、この閾値は、「劣化領域」にさしかか
る直前の値として記憶されている。
【０１３４】
　図１４は、図１３に示した記憶部６２０に記憶された閾値の一例を示す図である。
【０１３５】
　図１３に示した記憶部６２０には図１４に示すように、閾値が記憶されている。
【０１３６】
　例えば、図１４に示すように、閾値（容量）として２．４Ｖが記憶されている。これは
、電池の残容量とする電池の電圧値が２．４Ｖとなると劣化領域にさしかかる直前の値に
なったことを示している。
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【０１３７】
　制御部６３０は、電池３００－１，３００－２の放電を開始した後、記憶部６２０に記
憶されている閾値を読み出し、読み出した閾値と、電圧計２１１－１，２１１－２から出
力されてきた電池３００－１，３００－２の残容量とする電圧値とを比較する。そして、
電池３００－１，３００－２のうち、電圧値が当該閾値と同じ値となった電池の放電を停
止させる。そのとき、電池３００－１，３００－２のうち、電圧値が当該閾値と同じ値と
なっていない電池の放電を続ける。
【０１３８】
　例えば、制御部６３０がスイッチ４００－１，４００－２を閉じて放電を開始した後、
電池３００－１の電圧値と閾値とが同じ値となった場合、制御部６３０はスイッチ４００
－１を開いた状態とし、スイッチ４００－２を閉じた状態のままとする。
【０１３９】
　また、その後、電池３００－２の電圧値と閾値とが同じ値となった場合、制御部６３０
はスイッチ４００－２を開いた状態とし、スイッチ４００－１を開いた状態のままとする
。
【０１４０】
　また、制御部６３０は、電池３００－１の電圧値と電池３００－２の電圧値とのどちら
も閾値と同じ値ではない場合、電池３００－１，３００－２に、一般的な２台並列運転を
させるものであっても良いし、ローテーション放電をさせるものであっても良い。具体的
には、このような場合、制御部６３０は、スイッチ４００－１とスイッチ４００－２との
開閉を交互に繰り返すものであっても良い。
【０１４１】
　このように制御部６３０は、スイッチ４００－１，４００－２を開閉することで、電池
３００－１，３００－２それぞれの放電と非放電とを制御する。
【０１４２】
　以下に、図１３に示した形態における放電制御方法について説明する。
【０１４３】
　図１５は、図１３に示した形態における放電制御方法を説明するためのフローチャート
である。
【０１４４】
　まず、電池３００－１，３００－２の２台運転（放電）が開始される（ステップＳ２１
）。
【０１４５】
　また、放電が開始されると、電圧計２１１－１，２１１－２による電池３００－１，３
００－２の両端の電圧値それぞれの測定が開始される。
【０１４６】
　その後、電圧計２１１－１，２１１－２によって測定された電圧値が、記憶部６２０に
記憶されている閾値と同じ値となる電池があるかどうかが、制御部６３０によって判別さ
れる（ステップＳ２２）。
【０１４７】
　これは、電圧計２１１－１，２１１－２によって測定された電圧値と、記憶部６２０に
記憶されている閾値とが比較され、その比較結果に基づいて判別されるものである。また
、この電圧値は、上述した開放電圧法を用いて算出されたものであっても良い。
【０１４８】
　例えば、記憶部６２０に図１４に示したような閾値（２．４Ｖ）が記憶されている場合
、電圧計２１１－１によって測定された電圧値が２．４Ｖであり、一方、電圧計２１１－
２によって測定された電圧値が２．５Ｖであるとすると、電圧計２１１－１によって測定
された電池３００－１の電圧値が閾値と同じ値であると、制御部６３０によって判別され
る。
【０１４９】
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　ステップＳ２２にて、制御部６３０によって、電池の電圧値が閾値と同じ値である電池
があると判別されない場合、つまり、電池３００－１，３００－２の残容量のいずれもが
、閾値よりも大きな値である場合、電池３００－１，３００－２の放電が続けられる。
【０１５０】
　一方、ステップＳ２２にて、制御部６３０によって、電池の電圧値が閾値と同じ値であ
る電池があると判別された場合、電池の電圧値が閾値と同じ値である電池の放電が制御部
６３０によって停止され、他の電池のみの放電が行われる（ステップＳ２３）。この制御
部６３０による放電の制御は、上述したように、スイッチ４００－１，４００－２の開閉
を用いて行われる。
【０１５１】
　上述した例（電池３００－１が、電池の電圧値と閾値とが同じ値となった電池である場
合）では、制御部６３０によって、スイッチ４００－１が開いた状態とされる。これによ
り、スイッチ４００－１と接続された電池３００－１の放電は行われないようになる。一
方、制御部６３０によって、スイッチ４００－２が閉じた（接続された）状態のままとさ
れる。これにより、スイッチ４００－２と接続された電池３００－２の放電が続けられる
。
【０１５２】
　その後、電圧計２１１－２によって測定された電池３００－２の電圧値が、記憶部６２
０に記憶されている閾値と同じ値となるが、その場合も同様に電池３００－２の放電が停
止される。
【０１５３】
　以上説明したように、互いに並列に接続された複数の電池を放電中、電池の残容量が劣
化領域にさしかかる直前の値となった電池の放電を停止させることで、当該電池の劣化領
域の通過を避けることができる。
【０１５４】
　なお、電池の残容量を算出する方法は、上述したものに限らない。例えば、図１～５を
用いて説明した（満充電容量）－（電流値）×（放電時間）を用いるものであっても良い
。
【０１５５】
　このように、放電により、電池の残容量が劣化領域にかかった場合、その電池の放電を
停止させることにより、劣化領域の通過を避けることができる。これにより、電池の長寿
命化を実現することができる。これは、放電の制御対象として、劣化領域が顕著にみられ
るマンガン系正極のリチウムイオン電池を対象とした場合に特に効果を奏する。
【０１５６】
　なお、以上文章中または図面に用いた容量等の数値は、説明の便宜上、わかりやすい数
値を用いたものであり、実際の数値と同じものとは限らない。
【０１５７】
　上述した放電制御装置１００，２００に設けられた各構成要素が行う処理は、目的に応
じてそれぞれ作製された論理回路で行うようにしても良い。また、処理内容を記述したプ
ログラムを放電制御装置１００，２００にて読取可能な記録媒体に記録し、この記録媒体
に記録されたプログラムを放電制御装置１００，２００に読み込ませ、実行するものであ
っても良い。放電制御装置１００，２００にて読取可能な記録媒体とは、フロッピー（登
録商標）ディスク、光磁気ディスク、ＤＶＤ、ＣＤなどの移設可能な記録媒体の他、放電
制御装置１００，２００に内蔵されたＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリやＨＤＤ等を指す。この
記録媒体に記録されたプログラムは、放電制御装置１００，２００に設けられたＣＰＵ（
不図示）にて読み込まれ、ＣＰＵの制御によって、上述したものと同様の処理が行われる
。ここで、ＣＰＵは、プログラムが記録された記録媒体から読み込まれたプログラムを実
行するコンピュータとして動作するものである。
【符号の説明】
【０１５８】
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　１００，２００，６００　　放電制御装置
　１１０，２１０　　残容量算出部
　１１１－１，１１１－２　　電流計
　１１２　　満充電容量保持部
　１１３　　計算部
　１２０，２２０，６２０　　記憶部
　１３０，２３０，６３０　　制御部
　２１１－１，２１１－２　　電圧計
　３００－１，３００－２　　電池
　４００－１，４００－２　　スイッチ
　５００　　出力端子（正）
　５０１　　出力端子（負）

【図１】 【図２】
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